
 

９月１９日午前７時４７分頃、今治市中渡島西方の来島海峡を航行して

いた２名乗組みのプレジャーボートが、来島海峡の渦潮に巻き込まれ転覆

し、乗組員２名は海中に転落、漂流したものの、同乗していた男性(３０歳)

が防水型携帯電話ですぐに１１８番通報を行ったことから、緊急出動して

いた巡視艇「いまかぜ」により、午前８時７分に船長（４３歳）を、さら

に午前８時２５分に 2 名を無事救助しました。 

 両名は「自己救命策確保３つの基本」である、ライフジャケットを着用

し、さらには海中転落後漂流したものの防水型携帯電話を使用して１１８

番通報を行ったことにより、当時南流約 8 ノットの強潮流にもかかわらず

漂流していた両名が早期に発見され、無事救助された事例でした。 

 

 

「事故救命策確保３つの基本」 

 ・ライフジャケットの常時着用 

 ・防水パックなどを利用した携帯電話など連絡手段の確保

・ １１８番の有効活用 


